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給付認定・施設利用申し込みの手続き 

1号 
＜手続き書類提出先＞各施設：認定こども園 

副食費(おかず・おやつ代)免除について 

提出が必要な書類 

□ 子どものための教育・保育給付認定申請書 

利用を希望する施設で用紙を受け取り、各園の窓口に提出してください。 

受付日時などの詳細は、各園にお問い合わせください。 

副食費免除は児童の保護者(下記期間の収入が父母いずれも98万円に満たない場合は、その他の生計の中心者＊1)の市町 

村民税の所得割課税額の合計額と、児童の年齢・就学前児童数により決定します。 

ただし、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、控除前の金額によって決定します。 
 

また、父または母の収入が月8万円を超える場合は、父母合わせた収入で副食費の免除対象かを決定する場合があります。 

4月～8月  前年度の市町村民税(前々年1月～12月の所得)で副食費免除を決定 

9月～3月  当年度の市町村民税(前年1月～12月の所得)で副食費免除を決定 

※市町村民税が未申告の場合は、副食費免除の判定ができないため、必ず申告を行ってください。 

＊1 「生計の中心者」とは 【P15参照】 

階層区分 定   義 １人目 ２人目 ３人目以降 

第１階層  生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 

副食費免除 

第２階層 
 市町村民税均等割のみ課税世帯 

    第2階層のうち、ひとり親世帯等 

第３階層 
 市町村民税所得割課税額  48,600円以下 

    第3階層のうち、ひとり親世帯等 

第４階層 
 市町村民税所得割課税額  77,100円以下 

    第4階層のうち、ひとり親世帯等 

第５階層  市町村民税所得割課税額  211,200円以下         
副食費免除 

第６階層  市町村民税所得割課税額  211,201円以上         

保護者と同居または扶養されている、最年長の子どもから1人目と数えます。 

ただし、第5階層・第6階層の世帯は、3歳児～小学3年生までの範囲で最年長の子どもから1人目と数えます。 

副食費免除対象者表 

●市町村民税の修正申告をされた場合、翌月から階層区分が変更となる場合があります。 

●「ひとり親世帯等＊」に該当する場合は、申請の翌月から階層区分が変更になる場合があります。【＊ P16参照】 
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2号 3号 
＜手続き書類提出先＞こどもまんな課 

申し込みの前に 

①施設を利用できるのは、 

 ★児童と保護者が河内長野市に住民登録し、実際に河内長野市にお住まいの方です。(外国人の場合は、在留資格や在 

  留期間が有効な方) 

 ★保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で保育することができない方 
 

②利用可能年齢は、「認定こども園・保育所一覧表」をご覧ください。 
 

③利用日は、利用希望月の1日からです。また退所日は原則各月末となります。 

 ただし、育児休業取得中の場合は、育児休業終了後の仕事復帰日、または復帰する月の1日からの利用が可能です。 
 

④施設の休園日は、「認定こども園・保育所一覧表」のとおりです。 

 なお、施設の行事がある時や、警報発令時などで臨時休園することがあります。 
 

⑤施設では、行事のある場合などを除き、見学を随時受け付けております。見学を希望する場合は、事前に各施設へ電話  

 で確認してください。 

利用年齢について 

施設の利用(クラス)年齢は、令和8年(2026年)3月31日時点の年齢となります。それ以降に誕生日が過ぎて年齢が上

がっても1年間はそのままです。 

クラス年齢 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳 00歳 

誕生日 

R2(2020) 

4.2 

｜ 

R3(2021) 

4.1 

R3(2021) 

4.2 

｜ 

R4(2022) 

4.1 

R4(2022) 

4.2 

｜ 

R5(2023) 

4.1 

R5(2023) 

4.2 

｜ 

R6(2024) 

4.1 

R6(2024) 

4.2 

｜ 

R7(2025) 

4.1 

R7(2025) 

4.2 

｜ 

R8(2026) 

4.1 

R8(2026) 

4.2 

｜ 

R9(2027) 

4.1 

就学 
R9(2027) 

3.31 

R10(2028) 

3.31 

R11(2029) 

3.31 

R12(2030) 

3.31 

R13(2031) 

3.31 

R14(2032) 

3.31 

R15(2033) 

3.31 



□ ⑥ ひとり親世帯の方 

    …児童扶養手当証書、戸籍謄本、裁判所等の調停呼出状等のいずれか 

□ ⑦ 生活保護受給世帯の方 

    …生活保護受給証明書 

□ ⑧ 育児休業取得中の方 

    …育児休業の証明書 (育児休業取得の期間と、復帰予定日がわかる書類) 

□ ⑩ 市内保育所・認定こども園で保育士、または幼稚園教諭として勤務される方 

    …保育士証、または幼稚園教諭免許のコピー  

□ ⑪ 保護者、申し込み児童、申し込み児童のきょうだいに在宅障がい児(者)がいる世帯 

    …身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書の    

     うち、いずれかのコピー 

□ ⑫ 保育所および千代田台こども園に入園希望の方で保育料の口座振替を希望する方 

    …預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼口座振替取消届(自動払込利用廃止届書)、 

     およびキャッシュカード (受付の際に暗証番号の入力が必要です) 

□ ⑨ 申し込み児童のきょうだいが、下記対象施設に在園している方 

    [対象施設] 特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、児童心理治療施設 

    …在園証明書 
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提出が必要な書類 

□ ① 子どものための教育・保育給付認定申請書 

＜保育の利用期間＞ 

保育の利用を希望する期間として、家族で保育することができないと見込まれる期間を、小学校就学までの

範囲内でご記入ください。「保育を必要とする事由」により、保育の利用期間を確認いたします。 

□ ② 保育の利用申込書兼児童台帳 

□ ③ 保育を必要とする事由の証明及び申告書 (保護者全員分) 

□ ④ 保育所・認定こども園・地域型保育新規利用申込児童問診票 

□ ⑤ 施設の利用に関する確認票 

下記の書類は、該当する場合のみ 

※『育児休業を縮める予定』で申し込まれる方は、施設利用決定後、速やかに変更した「育児休業証明書」 

 を提出していただく必要があります。 
 

※施設を利用できるのは、育児休業が明ける日(復帰日)、または復帰する月の1日からです。 

※育児休業延長の許容を申出される方は、「育児休業延長の許容に関する申出書」を提出してください。 

 その場合、利用調整において指数が減点されます。 

※対象施設にきょうだいが入園予定の方は、入園許可書、または入園金の領収書(コピー)などを提出の上、

入園後に「在園証明書」を提出してください。 

＜こどもまんな課の窓口で口座振替の手続きが可能な金融機関＞ 

●三菱UFJ銀行 ●三井住友銀行 ●りそな銀行 ●池田泉州銀行 ●南都銀行 ●紀陽銀行 

●大阪シティ信用金庫 ●ゆうちょ銀行 ●大阪南農業協同組合 



□ ⑬ 申し込み児童が戸籍上、保護者と親子関係にない方 

    祖父母が監護(監護保護)・養子縁組手続き中など 

    …申立書 

□ ⑭ 入所後も単身赴任などの理由で転入できない保護者がいる方 

    …特定個人情報等の取扱いに関する同意書 

□ ⑮ 1月1日時点の住所が国外であった方 

    (4月～8月入所は前年、9月以降入所は当年の1月1日) 

    …1年間の収入等がわかる書類 

●対象年度の課税情報が確認できない場合(無収入含む)、保育料の認定ができません。 

 その場合、市民税申告や課税証明書の提出をお願いすることがあります。 

 市からの連絡後も住民税の申告(または住民税課税証明書の提出)をしていただけない場合、児童が該当する年齢の保育 

 料を最高額で決定いたします。 

 

●申し込み時に不足の書類がある場合は、必ず期日までに提出をお願いします。 

 なお、期日までに「保育を必要とする事由の証明及び申告書」の提出がない場合、保育の必要性の確認がとれないた 

 め、選考にかけることができません。 

 

●子どものための教育・保育給付認定がないと施設は利用できません。 

 施設利用待機中に認定期間が切れた場合は、切れた時点から施設利用申込みも無効となりますので、ご注意ください。 

 (満3歳到達に伴う、3号→2号の認定区分変更のため 認定期間が短い場合を除く) 

 

●申込書や「保育を必要とする事由の証明及び申告書」などで不明な点は、職場やご家庭にお電話 

 でお聞きする場合があります。 
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施設の利用調整・通知について 

希望者が定員を超える場合は、「河内長野市保育の利用調整要綱」に基づき公正な調整を行います。この場合、調整前に

優先順位を定める抽選(同点数の希望者がいた場合のみ有効)を公開しますので、立会いを希望される方はこどもまんな課

まで申し出てください。利用調整後、保護者に通知します。 

退所の手続きについて 

施設を退所する場合は、事前にこどもまんな課、または利用施設へ連絡のうえ、退所日までに必ず手続きをしてください。

退所日は原則各月末となります。なお手続きを怠った場合は、施設へ行かなくなっても保育料は納めていただくことになり

ますので、ご注意ください。 

給食費などについて 

0～2歳児は保育料に含まれます。3～5歳児は実費徴収となりますので、直接施設にお支払いください。 

ただし、年収360万円未満相当世帯＊の子どもおよび、小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子どもは、副食費

(おかず・おやつ代)が免除となり、主食費(ごはん・パンなど)のみお支払いいただきます。 
 

＊第1層～第4層の全世帯、第5層・第6層のひとり親世帯等に該当する世帯 【P17 保育料基準額表参照】 

育児休業について 

育児休業の取得中は2号・3号認定での施設利用はできません。育児休業から復帰する月から利用の対象となります。申

し込み時に「育児休業の証明書」を提出してください。 

なお、施設を利用できるのは、育児休業復帰日、または復帰する月の1日からです。 
 

例) 育児休業復帰日が4月10日の場合、施設利用できる日は4月10日、または4月1日です。 
 

ただし、すでに在園している子ども(2号・3号)がおり、生まれてきた子どもの育児休業を取得する場合は、上の子ども

は引き続き2号・3号で利用することができます。 

申し込み期限について 

施設利用申し込みは、利用希望月の前月18日(18日が閉庁日の場合は直前の開庁日)を期限として、こどもまんな課

および各施設(在園児のみ)で随時受付けしています。 

4月利用申し込みは別途期間を定めて行います。詳しくは、広報かわちながの・市ホームページでお知らせします。 

転所を希望する場合の申込みについて 

引っ越しなどで、施設の転所を希望する場合は、「転所申込書」「保育所・認定こども園・地域型保育新規利用申込児童問

診票」を転所希望月の前月18日(18日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、こどもまんな課、または各施設に提出して

ください。申し込み用紙は各施設でもお渡しできます。 

施設の空き状況の公表について 

施設の空き状況については、利用希望月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)に、市ホームページおよび

こどもまんな課で公表します。 

なお、4月利用の空き枠については別途期間を定めて公表します。詳しくは、広報かわちながの・市ホームページでお知

らせします。 



市外の保育所・認定こども園・地域型保育施設の利用について 

通勤途中や勤務地の近くに施設がある場合などに、市外の施設の利用を希望することができます。事前に利用したい施設の

ある市町村の担当窓口へ申し込み期限や空き状況をご確認のうえ、本市のこどもまんな課へお申込みください。 

転入予定での利用申込みについて 

市外から転入予定で利用希望の場合、転入予定日の翌月以降の利用となります。利用希望月の前月18日(18日が閉庁日の

場合は直前の開庁日)までにお申し込みください。 

なお、利用月の前月末までに転入(住民登録が完了)されない場合は、認定および施設利用の決定が無効となりますのでご注

意ください。 

注意事項 

① 虚偽の申し込みをされると、判明時に施設の利用を取り消します。 
 

② 利用要件に該当しなくなった、もしくは要件に満たない場合は、退所となります。 
 

③ 児童の健康状態を確認するために、医師の診断を求める場合があります。この場合は必ず診断書を提出してください。 
 

④ 利用日前日までに施設での面接を受けられない場合や、医師により集団生活を止められた場合など、状況により施設の 

  利用を取り消す場合があります。 
 

⑤ 翌年度の継続利用を希望する場合は、毎年必ず「子どものための教育・保育給付認定申請」の現況届と、「利用継続書 

  兼児童台帳」「保育を必要とする事由の証明及び申告書」等の書類を提出してください。 

市からのお願い 

利用申込み後、または利用後に下記のように状況が変わった場合、必ずこどもまんな課までご連絡ください。 

★住所が変わったとき(市内で転居、市外へ転出されるとき) 

★利用希望施設を変更するとき 

★家庭の状況に異動があったとき(離婚・再婚など) 

★利用・転所の申込みを取り下げるとき 

★保護者が転職・退職・就職されたとき 

★下の子の出産後、育児休業を取得されるとき 

★所得や税額等に更正があったとき(保育料が変わる場合があります。ただし更正の翌月からです) 

こどもまんな課へ連絡してね！ 
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なお「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合には、退所していただくことになります。 

※ご連絡なく変更が判明した場合、施設の利用を取り消す場合があります。 
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保育料について (0～2歳児クラス) 

0～2歳児クラスの 

保育料だよ！ 

保育料は児童の保護者(下記期間の収入が父母いずれも98万円に満たない場合は、その他の生計の中心者＊1)の市町村民

税の所得割課税額の合計額と、児童の年齢により決定します。 

ただし、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、控除前の金額よって決定します。 

4月～8月  前年度の市町村民税(前々年1月～12月の所得)で保育料を決定 

9月～3月  当年度の市町村民税(前年1月～12月の所得)で保育料を決定 

※滞納された場合は、督促や催告を行い、なお納付がない場合は法律に基づき差押する場合があります。 

＊1 

 「生計の中心者」とは、生計を同じにする同居(同一生計＊2)の父母や、祖父母・おじ・おばなどの親族、その他の者 

 で、生計を主として担っている者を指します。 
 

＊2 

 「同一生計」とは、同じ家屋内に住み、電気・ガス・水道などの光熱水費などを一緒に負担(共同生活)していることを  

 いい、住民票上の世帯ではなく、生活実態を判断基準とします。したがって、同一生計でない「別世帯」として認定さ  

 れるのは、同一敷地内にそれぞれの家屋があり、光熱水費もそれぞれで負担している世帯の場合です。 

 ただし、保護者の海外赴任や離婚協議中などの事情による「別居」と、離婚成立後の「同居」は、同一生計とみなす場 

 合があります。 

保育料の軽減について (0～2歳児クラス) 

★①～③のいずれかに該当する場合、多子軽減として2人目以降(年齢が上の子どもから1人目と数える)の保育料  

 が軽減されます。 

対象児童 1人目 2人目 3人目以降 

軽減後の保育料 
全額 

(軽減なし) 

半額 

(5割軽減) 

無料 

(10割軽減) 

※ただし、ひとり親世帯等については、第2階層～第6階層＊までは、2人目から無料(10割軽減)となります。 

① 第1階層～第4階層＊までについては、保護者と生計を同じにする最年長の子どもから1人目と数えます。 

 

② 『第5階層＊のうち、ひとり親世帯等』および『第6階層＊のうち、ひとり親世帯等』については、保護者と生計 

  を同じにする最年長の子どもから1人目と数えます。 
 

  ＊【P17 保育料基準額表参照】 

 

③ 上記①②の場合を除き、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所や認定こども園など、下記対象施設を利用 

  している場合、年齢が上の就学前の児童から1人目と数えます。 
 

  [対象施設] 保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育施設 

        特別支援学校幼稚部・児童発達支援センター・児童心理治療施設 

★保育所・千代田台こども園に通う児童が疾病などの理由により、ひと月のうち15日以上連続して長期欠席した場

合に、保護者からの申請に基づき、保育料を還付できる場合があります。申請には医師の診断書などが必要で

す。詳しくはこどもまんな課にお問い合わせの上、期限内(当該年度終了後の最初の4月末まで)に申請してください。(私

立の認定こども園の場合は、園にご相談ください。) 
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「ひとり親世帯等」とは 

「ひとり親世帯等」とは、下記①②の世帯のうち、保護者の申請に基づき認定された世帯をいいます。 

① ひとり親世帯 

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項または第2項に規定する者または離婚調停中の

者等で、現に児童を扶養している者の世帯 

② 在宅障がい児(者)世帯 (保護者・施設利用児童・施設利用児童のきょうだいが下記に該当する世帯) 

i. 

ii. 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者 ii. 

iii. 

iv. 

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けた者 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児及び国民年金

法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

※申請のあった翌月からの適用となります。詳しくはこどもまんな課までお問い合わせください。 
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河内長野市保育料(2号・3号)基準額表 

階層区分 定義 
３歳児未満 ３歳児 ４歳以上児 

１人目 ２人目 
３人目 

以降 
１人目 ２人目 

３人目 

以降 
１人目 ２人目 

３人目 

以降 

第1階層 
生活保護世帯 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
市町村民税非課税世帯 

第2階層 

市町村民税均等割のみ課税 
9,300 4,650 0 0 0 0 0 0 0 

9,200 4,600 0 0 0 0 0 0 0 

第２階層のうち、ひとり親世帯等 
4,650 0 0 0 0 0 0 0 0 

4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 

第3階層 

市町村民税所得割課税額 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 

48,600円未満 9,900 4,950 0 0 0 0 0 0 0 

第３階層のうち、ひとり親世帯等 
5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

4,950 0 0 0 0 0 0 0 0 

第4階層 

市町村民税所得割課税額 14,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 

57,700円未満 13,800 6,900 0 0 0 0 0 0 0 

第４階層のうち、ひとり親世帯等 
7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

6,900 0 0 0 0 0 0 0 0 

第5階層 

市町村民税所得割課税額 16,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 

62,000円未満 15,800 7,900 0 0 0 0 0 0 0 

第５階層のうち、ひとり親世帯等 
8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

7,900 0 0 0 0 0 0 0 0 

第6階層 

市町村民税所得割課税額 21,000 10,500 0 0 0 0 0 0 0 

77,101円未満 20,700 10,350 0 0 0 0 0 0 0 

第６階層のうち、ひとり親世帯等 
9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8,900 0 0 0 0 0 0 0 0 

第7階層 
市町村民税所得割課税額 24,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 

87,000円未満 23,600 11,800 0 0 0 0 0 0 0 

第8階層 
市町村民税所得割課税額 26,000 13,000 0 0 0 0 0 0 0 

98,000円未満 25,600 12,800 0 0 0 0 0 0 0 

第9階層 
市町村民税所得割課税額 33,000 16,500 0 0 0 0 0 0 0 

107,000円未満 32,500 16,250 0 0 0 0 0 0 0 

第10階層 
市町村民税所得割課税額 36,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 

120,000円未満 35,400 17,700 0 0 0 0 0 0 0 

第11階層 
所得割課税額 39,000 19,500 0 0 0 0 0 0 0 

141,000円未満 38,400 19,200 0 0 0 0 0 0 0 

第12階層 
市町村民税所得割課税額 43,000 21,500 0 0 0 0 0 0 0 

169,000円未満 42,300 21,150 0 0 0 0 0 0 0 

第13階層 
市町村民税所得割課税額 46,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 

178,000円未満 45,300 22,650 0 0 0 0 0 0 0 

第14階層 
市町村民税所得割課税額 52,000 26,000 0 0 0 0 0 0 0 

200,000円未満 51,200 25,600 0 0 0 0 0 0 0 

第15階層 
市町村民税所得割課税額 54,000 27,000 0 0 0 0 0 0 0 

301,000円未満 53,100 26,550 0 0 0 0 0 0 0 

第16階層 
市町村民税所得割課税額 55,000 27,500 0 0 0 0 0 0 0 

301,000円以上 54,100 27,050 0 0 0 0 0 0 0 

上段：保育標準時間(11時間程度) 

下段：保育短時間(8時間程度) 
(単位：円/月) 

…副食費免除対象 



納期限は毎月末です。 

納付書を持参のうえ、納付書に記載の各金融機関窓口またはコンビニでお支払いください。 

納付書に記載のスマホ決済アプリもご利用いただけます。 
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保育料の納付方法 (保育所・千代田台こども園の方) 

★ 保育料の納付は、口座振替をご利用ください (手続きの詳細は次ページ参照) 

一度手続きすると、翌年度以降も自動的に継続されますので、毎年の手続きは不要です。 

また、きょうだいが保育所・千代田台こども園を利用していて、すでに口座振替をお申込みの場合は、自動的に同じ口座

にて振替させていただきますので、再度のお申込みは必要ありません。 
 

※きょうだいがすでに卒園(所)している場合でも、自動的に同じ口座にて振替させていただく場合があります。 

 口座の変更をご希望の場合は、必ず手続きをお願いいたします。 

★ 口座振替の手続きが間に合わなかった場合は施設からお渡しする「保育料納入通知書兼 

  納付書」(以後、納付書という)による納付方法になります。 

保育料の納付方法 (私立の認定こども園・地域型保育の方) 

★ 保育料の納付は、直接施設にお問い合わせください。 



口座振替の申込み手続き (保育所・千代田台こども園の方) 

金融機関窓口で手続きをする場合 

＜手続きに必要なもの＞ 

■ 預金口座振替依頼書 …必要事項を記入してください。 

■ 預金通帳 

■ 金融機関届出印 
 

下記の金融機関の窓口にて、口座振替の手続きをしてください。 

＜取扱可能な金融機関＞ 

●三菱UFJ銀行 ●三井住友銀行 ●りそな銀行 ●池田泉州銀行 ●南都銀行 ●紀陽銀行 

●徳島大正銀行 ●大阪シティ信用金庫 ●成協信用組合 ●ゆうちょ銀行 ●大阪南農業協同組合 

市役所 こどもまんな課で手続きをする場合 

＜手続きに必要なもの＞ 

■ キャッシュカード …手続きの際に暗証番号を入力していただきます。 
 

キャッシュカードでの手続きができるのは、下記金融機関のみです。 

＜取扱可能な金融機関＞ 

●三菱UFJ銀行 ●三井住友銀行 ●りそな銀行 ●池田泉州銀行 ●南都銀行 ●紀陽銀行 

●大阪シティ信用金庫 ●ゆうちょ銀行 ●大阪南農業協同組合 

口座振替についてのご注意 

●納期限は毎月末です。(納期限日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります) 

 毎月末にはご指定口座に振替可能な残高があることを確認してください。 

 

●万一、残高不足で口座振替できなかった場合は、すみやかにこどもまんな課へご連絡ください。 

 納付書を発行しますので、金融機関窓口、コンビニ、スマホ決済アプリで納付してください。 

 

●「預金口座振替依頼書」を金融機関に提出されてから、金融機関および市役所での事務手続きに約1ヶ月かかります。  

 事務手続きが完了するまでは通常の納付書を発行しますので、金融機関窓口、コンビニ、スマホ決済アプリで納付し 

 てください。 

 

●口座振替を利用できない場合は、納付書による納付方法になります。 

1９ 



新2号 新3号 

新1号 
＜手続き書類提出先＞各施設・こどもまんな課 

提出が必要な書類 

□ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 

＜手続き書類提出先＞各施設・こどもまんな課 

提出が必要な書類 

□ ① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 

□ ② 保育を必要とする事由の証明及び申告書(保護者全員分)  など 

●申込書や「保育を必要とする事由の証明及び申告書」で不明な点は、職場やご家庭にお電話でお聞きする場合があります。 

利用を希望する施設またはこどもまんな課で用紙を受け取り、各施設またはこどもまんな課の窓口に提出してください。 

受付日時などの詳細は、書類の提出先にお問い合わせください。 
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MEMO 

利用を希望する施設またはこどもまんな課で用紙を受け取り、各施設またはこどもまんな課の窓口に提出してください。 

受付日時などの詳細は、書類の提出先にお問い合わせください。 


